
自動車運転免許証抜粋証明（30号）

○

○

内 容 申請人がわが国自動車運転免許証を有していることを証明する。

すべて外国官憲あて。

使用目的 申請人が在留国で自動車を運転するため，又は在留国の運転免許証を取

得するため。

条 件 （1）現に有効なわが国運転免許証を有していること（注2）

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

◎

（3）やむを得ない事情があると認められるときは代理人による申請可。

必.要書類 （1）わが国自動車運転免許証

（2）代理申請の場合，代理人を確認できる公文書，代理申請依頼状又は

委任状（注3） ｡

形 式 外国文による証明で，デ定形式による。

注意事項

0

（1）本来翻訳証明で取扱うべきところ，申請数多数で現地当局の要望に

より形式が僅かな項目に限定して証明できる場合に取扱う。なお，本要

領に定めた形式以外の形式又は項目を加える必要があるときは理由を付

して本省の許可をりん請する。

（2）有効期限の切れた運転免許証は取扱わない。

（3）代理申請の場合，代理人の旅券又は現地当局発行の写真付身分証明

書，運転免許証。
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（1）証明の内容

申請人がわが国自動車運転免許証を有していることを証明するもの。

すべて外国官憲あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

・申請入が在留国で自動車を運転するため，又は在留国の運転免許証を取得するため

使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第30号の領事手数料を徴収。

（4）翻訳証明との違い

運転免許証は，本邦の公文書であるので， これを翻訳証明で取り扱うこともできる

が，翻訳証明は運転免許証の記載事項の遂語訳であるのに対し， この証明は現地関

係当局と協議の上，当該免許証の記載事項から当局が必要とする事項に限定した一

定形式により証明書を作成し，公館長が署名して発給する点が異なる。

（注）現地事情により本証明を恒常的に取り扱う場合は，公館で現地事情に見合う

一定書式を作成し,領事担当官が代理署名してもよい｡ただし，この場合は，

必ず現地事情,使用目的,提出先,所定の形式,取扱件数等を本省に報告の

うえ代理署名の特例許可をりん請しぅ本省の許可を得ること。 （定型書式）

○

2.-発給条件

（1）現に有効なわが国運転免許証を有していること。

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

（注） 本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代理

人を通じて申請できる。ただし,代理申請依頼状又は委任状を提出させること。

3_堅必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

にて写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書(例えば,旅券又は現地官憲当局発行の写真付身分証明書）

（2） わが国自動車運転免許証

（注）有効期限の切れた運転免許証は不可。

このような場合は，申請人に本邦から自動車安全運転センターの運転歴証明書

を提出させこれを翻訳証明で処理することにより用が足りることがあるので，当

局に確認すること。

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状又は委任状

○
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（1）申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，発給条件を

満たしているか否かを審査する。

（2）必要書類を提出させる。

(3)単請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する｡代理申請の場合は申請人
が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（4）証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入する。

（5）証明書下段に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確訓を記入の上，公館長

が署名し，その下に官職氏名を記入して，丸型官印を押す（青又は黒のスタンプイン

キ使用） 。

（注） その他記載上の参考

第一種免許 Classl (basic-class)

． 第二種免許 ClassH(highF-class)

大 型 Large-sizedmotorvehicle

中 型 Medium-sizedmotorVehicle

準中型 Semimediun-sizedmotorvellicle

普 通 Ordinarymotorvehicle

大 特 Large-sizedspecialmotorvehicle

大自二 LargeLsizedtwo-wheeledmotorcycle

普自二 Ordinarytwo-wheeledmotorcycle

小 特 Small-sizedspecialmotorvehicle

原 付 MOped

けん引 Mtorvdliclewithtrailerattac畑ent

大型二 Large-sizedmotorvehicleClassm(high-class)

普通二 OrdinarymotorvehicleClassn(highFclass)

大特二 Large-sizedspecialmotorvehicleClassn(high-class)

けん引二 MOtorvelliclewithtrailerattacmentClassm(high-class)

（6）完成した証明書の写をとる。

（7）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚発給すればよい。

(8)証明書発給台帳，申請書の在外公館記入桐に必要事項を記入する。

（9）申請書，証明書及び根拠文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○
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(仏語） 自動車運転免許証明 (sO号） 形式1

ATTESTATION
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(仏語） 自動車運転免許証明 (So号）形式2

ATTESTATION
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Pr6noms: ･

Datedenaissance:
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(西語） 自動車運転免許証明 (3o号）
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形式1

Cert・No

CERTrlCA'IE

ThisistocertifjrthatMP. (MfS./Miss)…,…,bomOn……,19_holdsaJapaneseDriveris

LicenseNo. 12345678910(oldinalymotorvehicle)whiChisvalidmtilhis(her)birthdayin
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TYliscertificateisbasedontheJapaneseDriver'sLicenseissuedbytheTokyoMetl℃poli-

tanPublicSafetyCommissionon..….19_. (発行年月日）
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形式2

Cert.No.

cEfmFICATE

(JapaneseDriver'sLicense)

HoldefSSumame: KITAKAZE

pHoldefSGivenname: KantaroH○lder，SGwenname： Kantaro

bornonJunel5,1965

LicenSeNumber: 12345678910

LicensetoDrive: Ordinalymotorvehicle

DateofExpiration: Jme15, 1993、

ConditiOns: TowearSpectacles

Certinedasabove.
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AMACmHaruaki

ConSul-General

Consulate-GenelalofJapan

atSanFrancisco
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ThiScertificateisbasedontheJapaneseDriver'sLicenseissuedbytheTolWoMetropoli-

tanPublicSafetyCommissiononFebrualyll,1990. (免許年月日）

(Fee: ）

-l-


